
議案 第 ４２ 号 

 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年１２月三宅町 

条例第４３号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

 

 

 

平成２９年 ９月１３日提出 

三宅町長 森 田 浩 司 

 

 



 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年１２月三宅

町条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第 1（第４条関係）８町長部局の項中「三宅町乳幼児等医療費助成条例」を

「三宅町子ども医療費助成条例」に改め、１２教育委員会の項中 

三宅町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の施

行規則による保育料の徴収及び保育料減免に関する事務であって次の掲げるもの。

（１）保育料の徴収事務 

（２）所得情報の確認及び減免措置に関する事務 

を 

三宅町就学援助費事務取扱要綱による要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給

及び特別支援教育就学奨励費支給に関する事務であって次に掲げるもの。 

（１）所得情報の確認事務 

（２）福祉適用情報の確認事務 

に改め、「６町長部局」の項を削り、「７町長部局」の項から「１２教育委員会」の

項を１項ずつ繰り上げる。 

 

別表第２（第４条関係）８町長部局の項中「三宅町乳幼児等医療費助成条例」を

「三宅町子ども医療費助成条例」に改め、「６町長部局」の項を削り、「７町長部局」

の項から「１１町長部局」の項を１項ずつ繰り上げる。 

 

 

 

 



 別表第３（第５条関係）１教育委員会の項中、 

１教育委員会 三宅町特定教育保育施

設及び特定地域型保育

事業の利用者負担等に

関する条例の施行規則

による保育料の徴収及

び保育料減免に関する

事務であって次の掲げ

るもの。 

町長部局 地方税関係情報であって

次に掲げるもの。 

（１）対象者（養育者）

の情報 

（２）扶養義務者（※）

の情報 

※世帯の事実上の主宰

者、税法上の扶養者、被

保険者など 

を 

１教育委員会 三宅町就学援助費事務

取扱要綱による要保護

及び準要保護児童生徒

就学援助費支給及び特

別支援教育就学奨励費

支給に関する事務であ

って次に掲げるもの。 

（１）所得情報の確認

事務 

（２）福祉適用情報の

確認事務 

町長部局 地方税関係情報であって

次に掲げるもの。 

（１）対象者（養育者）

の情報 

（２）扶養義務者（※）

の情報 

※世帯の事実上の主宰

者、税法上の扶養者、被

保険者など 

（３）生活保護受給情報 

に改める。 

 

  附 則 

 この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。 
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び 

特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例新旧対照条文   （傍線の部分は改正部分） 

改       正       案 現               行 

別表第1(第4条関係) 

機関 事務 

1 町長部局 重度障害者・児日常生活用具給付等実施要綱による難病患者等

日常生活用具給付事業の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

2 町長部局 三宅町保健センター規則及び三宅町健康づくり推進事業要綱

による健康教育の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 特定健診に関する事務 

3 町長部局 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事務であつて次

に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

4 町長部局 三宅町高齢者等入浴助成サービス事業実施要綱による入浴助

成証の支給に関する事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 福祉適用情報の確認事務 

5 町長部局 三宅町要介護高齢者紙おむつ支給事業実施要綱による紙おむ

つ支給に関する事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

  

 

別表第1(第4条関係) 

機関 事務 

1 町長部局 重度障害者・児日常生活用具給付等実施要綱による難病患者等

日常生活用具給付事業の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

2 町長部局 三宅町保健センター規則及び三宅町健康づくり推進事業要綱

による健康教育の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 特定健診に関する事務 

3 町長部局 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事務であつて次

に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

4 町長部局 三宅町高齢者等入浴助成サービス事業実施要綱による入浴助

成証の支給に関する事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 福祉適用情報の確認事務 

5 町長部局 三宅町要介護高齢者紙おむつ支給事業実施要綱による紙おむ

つ支給に関する事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

6 町長部局 緊急通報装置貸与等事業実施要綱による緊急通報装置等貸与

の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 
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改       正       案 現               行 

 

6 町長部局 三宅町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費助成事業

の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

7 町長部局 三宅町子ども医療費助成条例による医療費助成事業の事務で

あつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

8 町長部局 三宅町重度心身障害者老人等医療費助成要綱による医療費助

成事業の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

9 町長部局 三宅町心身障害者医療費助成条例による医療費助成事業の事

務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

10 町長部局 三宅町精神障害者医療費助成事業実施要綱(一般・後期高齢

者)による医療費助成事業の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

11 教育委員 

会 

三宅町就学援助費事務取扱要綱による要保護及び準要保護児童

生徒就学援助費支給及び特別支援教育就学奨励費支給に関する

事務であって次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

(2) 福祉適用情報の確認事務 
 

 

7 町長部局 三宅町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費助成事業

の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

8 町長部局 三宅町乳幼児等医療費助成条例による医療費助成事業の事務

であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

9 町長部局 三宅町重度心身障害者老人等医療費助成要綱による医療費助

成事業の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

10 町長部局 三宅町心身障害者医療費助成条例による医療費助成事業の事

務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

11 町長部局 三宅町精神障害者医療費助成事業実施要綱(一般・後期高齢

者)による医療費助成事業の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

12 教育委員 

会 

三宅町特定教育保育施設及び特定地域型保有事業の利用者負

担等に関する条例の施行規則による保育料の徴収及び保育料

減免に関する事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 保育料の徴収事務 

(2) 所得情報の確認及び減免措置に関する事務 
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改       正       案 現               行 

別表第2(第4条関係) 

機関 事務 特定個人情報 

1 町長部局 重度障害者・児日常生活用具給付等実施

要綱による難病患者等日常生活用具給付

事業の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲げ

るもの 

(1) 世帯主の所得又は町民税情報 

2 町長部局 三宅町保健センター規則及び三宅町健

康づくり推進事業要綱による健康教育

の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 特定健診に関する事務 

特定健診の情報であつて次に掲げ

るもの 

(1) 特定健診結果に関する情報 

3 町長部局 障害者自立支援法に基づく障害福祉

サービス事務であつて次に掲げるも

の。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に

掲げるもの 

(1) 対象者(養育者)の情報 

(2) 扶養義務者(※)の情報 

※世帯の事実上の主宰者、税法上

の扶養者、社会保険の被保険者

など 

4 町長部局 三宅町高齢者等入浴助成サービス事業

実施要綱による入浴助成証の支給に関

する事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 福祉適用情報の確認事務 

福祉適用情報であつて次に掲げる

もの 

(1) 生活保護受給情報 

 

別表第2(第4条関係) 

機関 事務 特定個人情報 

1 町長部局 重度障害者・児日常生活用具給付等実施

要綱による難病患者等日常生活用具給付

事業の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲げ

るもの 

(1) 世帯主の所得又は町民税情報 

2 町長部局 三宅町保健センター規則及び三宅町健

康づくり推進事業要綱による健康教育

の事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 特定健診に関する事務 

特定健診の情報であつて次に掲げ

るもの 

(1) 特定健診結果に関する情報 

3 町長部局 障害者自立支援法に基づく障害福祉

サービス事務であつて次に掲げるも

の。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に

掲げるもの 

(1) 対象者(養育者)の情報 

(2) 扶養義務者(※)の情報 

※世帯の事実上の主宰者、税法上

の扶養者、社会保険の被保険者

など 

4 町長部局 三宅町高齢者等入浴助成サービス事業

実施要綱による入浴助成証の支給に関

する事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 福祉適用情報の確認事務 

福祉適用情報であつて次に掲げる

もの 

(1) 生活保護受給情報 

 

 



4 
 

 

改       正       案 現               行 

 

5 町長部局 三宅町要介護高齢者紙おむつ支給事業

実施要綱による紙おむつ支給に関する

事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 世帯主及び本人の所得又は

町民税に関する情報 

   

6 町長部局 三宅町ひとり親家庭等医療費助成条例

による医療費助成事業の事務であつて

次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲げ

るもの 

(1) 対象者(養育者)の情報 

(2) 扶養義務者(※)の情報 

※世帯の事実上の主宰者、税法上

の扶養者、社会保険の被保険者

など 

7 町長部局 三宅町子ども医療費助成条例による医

療費助成事業の事務であつて次に掲げ

るもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲げ

るもの 

(1) 養育者(父母)の情報 

 

 

5 町長部局 三宅町要介護高齢者紙おむつ支給事業実

施要綱による紙おむつ支給に関する事務

であつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 世帯主及び本人の所得又は

町民税に関する情報 

6 町長部局 緊急通報装置貸与等事業実施要綱によ

る緊急通報装置等貸与の事務であつて

次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 本人の所得又は町民税に関

する情報 

7 町長部局 三宅町ひとり親家庭等医療費助成条例

による医療費助成事業の事務であつて

次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲げ

るもの 

(1) 対象者(養育者)の情報 

(2) 扶養義務者(※)の情報 

※世帯の事実上の主宰者、税法上

の扶養者、社会保険の被保険者な

ど 

8 町長部局 三宅町乳幼児等医療費助成条例による

医療費助成事業の事務であつて次に掲

げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲げ

るもの 

(1) 養育者(父母)の情報 

 

 



5 
 

 

改       正       案 現               行 

 

8 町長部局 三宅町重度心身障害者老人等医療費助

成要綱による医療費助成事業の事務で

あつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 対象者の情報 

(2) 配偶者の情報 

(3) 扶養義務者 

9 町長部局 三宅町心身障害者医療費助成条例によ

る医療費助成事業の事務であつて次に

掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 対象者の情報 

(2) 配偶者の情報 

(3) 扶養義務者 

10 町長部局 三宅町精神障害者医療費助成事業実施

要綱(一般・後期高齢者)による医療費

助成事業の事務であつて次に掲げるも

の。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 対象者(養育者)の情報 

(2) 配偶者の情報 

(3) 扶養義務者 
 

 

9 町長部局 三宅町重度心身障害者老人等医療費助

成要綱による医療費助成事業の事務で

あつて次に掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 対象者の情報 

(2) 配偶者の情報 

(3) 扶養義務者 

10 町長部局 三宅町心身障害者医療費助成条例によ

る医療費助成事業の事務であつて次に

掲げるもの。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 対象者の情報 

(2) 配偶者の情報 

(3) 扶養義務者 

11 町長部局 三宅町精神障害者医療費助成事業実施

要綱(一般・後期高齢者)による医療費

助成事業の事務であつて次に掲げるも

の。 

(1) 所得情報の確認事務 

地方税関係情報であつて次に掲

げるもの 

(1) 対象者(養育者)の情報 

(2) 配偶者の情報 

(3) 扶養義務者 
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改       正       案 現               行 

 

別表第3(第5条関係) 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

1 教育委員会 
三宅町就学援助費事務取扱要綱に

よる要保護及び準要保護児童生徒

就学援助費支給及び特別支援教育

就学奨励費支給に関する事務であ

って次に掲げるもの。 

（１）所得情報の確認事務 

（２）福祉適用情報の確認事務 

町長部局 
地方税関係情報であって

次に掲げるもの。 

（１）対象者（養育者）

の情報 

（２）扶養義務者（※）

の情報 

※世帯の事実上の主宰

者、税法上の扶養者、被

保険者など 

（３）生活保護受給情報 

 

 

別表第3(第5条関係) 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

1 教育委員会 三宅町特定教育保育施設及び特定

地域型保有事業の利用者負担等に

関する条例の施行規則による保育

料の徴収及び保育料減免に関する

事務であつて次に掲げるもの。 

(1) 保育料の徴収事務 

(2) 所得情報の確認及び減免措

置に関する事務 

 

 

町長部局 地方税関係情報であつて

次に掲げるもの。 

(1) 対象者(養育者)の情

報 

(2) 扶養義務者(※)の情

報 

※世帯の事実上の主宰

者、税法上の扶養者、

社会保険の被保険者な

ど 

 

 

 

 


